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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薬剤送達装置（１）のための薬剤容器ホルダ（１１）であって、
　Ｃ字形の管状本体（１１ａ）の軸方向における延在部分の全体に沿って延在する長手方
向の隙間（１１ｆ）を有するＣ字形の管状本体（１１ａ）を備え、Ｃ字形の管状本体（１
１ａ）は薬剤容器（１３）の周りに配置されるように構成され、
　前記Ｃ字形の管状本体（１１ａ）は、径方向内向きに延在する端部フランジ（１１ｇ）
が設けられた、薬剤容器（１３）の首部（１３ａ）と当接するように構成される第１の軸
方向端部（１１ｂ）を有し、前記第１の軸方向端部（１１ｂ）には前記端部フランジ（１
１ｇ）から近位に延在するリップ（１１ｈ）が設けられ、
　前記薬剤容器ホルダが径方向において展開することは、前記リップの展開が制限される
ことによって阻止される、
薬剤容器ホルダ（１１）。
【請求項２】
　前記第１の軸方向端部（１１ｂ）は第１の外径（Ｄ）を有し、前記リップ（１１ｈ）は
、前記リップ（１１ｈ）の近位端部を規定する、第２の外径（ｄ５）を有する近位縁部を
有し、前記第１の外径（Ｄ）は前記第２の外径（ｄ５）よりも大きい、請求項１に記載の
薬剤容器ホルダ（１１）。
【請求項３】
　前記Ｃ字形の管状本体（１１ａ）は内径（ｄ１）を有し、前記リップ（１１ｈ）は、前
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記リップ（１１ｈ）の近位端部を規定する、第２の外径（ｄ５）を有する近位縁部を有し
、前記内径（ｄ１）は前記第２の外径（ｄ５）よりも大きい、請求項１または請求項２に
記載の薬剤容器ホルダ（１１）。
【請求項４】
　前記リップ（１１ｈ）は、傾けられ且つ近位方向に径方向内向きに延在する、請求項１
～３のいずれか１項に記載の薬剤容器ホルダ（１１）。
【請求項５】
　前記Ｃ字形の管状本体（１１ａ）は可撓性である、請求項１～４のいずれか１項に記載
の薬剤容器ホルダ（１１）。
【請求項６】
　前記リップ（１１ｈ）は、複数の周方向に延在する別個のリップ部分（１１ｉ）を備え
る、請求項１～５のいずれか１項に記載の薬剤容器ホルダ（１１）。
【請求項７】
　薬剤送達装置（１）であって、
　薬剤容器（１３）を受け入れるように構成されるハウジング（３）と、
　薬剤容器支持部（１５ａ）と、
　請求項１～請求項６のいずれか１項に記載の薬剤容器ホルダ（１１）とを備え、前記薬
剤容器ホルダ（１１）は、前記薬剤容器支持部に当接するように構成される、薬剤送達装
置（１）。
【請求項８】
　薬剤容器（１３）を備え、前記薬剤容器ホルダ（１１）は、前記薬剤容器（１３）が前
記ハウジング（３）内で近位に変位することを阻止するように、前記薬剤容器（１３）の
周りに配置されるように構成される、請求項７に記載の薬剤送達装置（１）。
【請求項９】
　前記薬剤容器（１３）はシリンジである、請求項８に記載の薬剤送達装置（１）。
【請求項１０】
　前記シリンジの針を受け入れるように構成される可撓性の内側部材（９ｂ）と、前記可
撓性の内側部材（９ｂ）を受け入れるように構成される硬質の外側部材（９ａ）とを有す
る送達部材シールド（９）を備え、前記硬質の外側部材（９ａ）は前記可撓性の内側部材
（９ｂ）に対して直線状に変位可能であるように構成され、前記薬剤容器ホルダ（１１）
の前記リップ（１１ｈ）は前記硬質の外側部材（９ａ）と前記可撓性の内側部材（９ｂ）
との間で受け入れられるように構成される、請求項９に記載の薬剤送達装置（１）。
【請求項１１】
　薬剤送達装置（１）を組み立てる方法であって、
　ａ）送達部材を有する薬剤容器（１３）と前記送達部材を覆う送達部材シールド（９）
とを含む薬剤容器アセンブリを提供するステップと、
　ｂ）前記薬剤容器（１３）の長手軸に垂直な側から前記Ｃ字形の管状本体（１１ａ）を
展開することによって、請求項１～６のいずれかに記載された薬剤容器ホルダ（１１）を
前記薬剤容器（１３）の周りに提供し、これによって前記薬剤容器ホルダ（１１）を前記
薬剤容器（１３）上にはめ込むステップと、
　ｃ）前記薬剤容器ホルダ（１３）が前記送達部材シールド（９）に到達するまで、前記
薬剤容器（１３）を前記薬剤容器ホルダ（１１）に対して直線状に動かすステップとを備
える方法。
【請求項１２】
　ステップｃ）では、前記薬剤容器ホルダ（１１）は第１のアセンブリツールによって固
定位置に維持され、前記薬剤容器（１３）は第２のアセンブリツールによって前記薬剤容
器ホルダ（１１）に対して動かされる、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　ステップｃ）の後に、ｄ）前記薬剤容器ホルダ（１１）がその上に提供された前記薬剤
容器（１３）を薬剤送達装置（１）のハウジング（３）内に前記ハウジング（３）の遠位
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端部開口から挿入するステップを備える、請求項１１または請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記薬剤送達装置（１）は、その近位端部に提供されるキャップ（５）と薬剤容器支持
部（１５ａ）とを有し、前記方法は、ｅ）前記送達部材シールド（９）が前記キャップ（
５）と係合し且つ前記薬剤容器ホルダ（１１）が前記薬剤容器支持部（１５ａ）と当接す
るまで、前記薬剤容器（１３）を前記薬剤容器ホルダ（１１）とともに前記ハウジング（
３）内で近位に動かすステップを備える、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記薬剤容器（１３）は針を備えるシリンジであり、前記送達部材シールド（９）は、
前記針を覆う可撓性の内側部材（９ｂ）と、前記可撓性の内側部材（９ｂ）の周りに配置
されそれに対して直線状に変位可能である硬質の外側部材（９ａ）とを備え、ステップｅ
）では前記硬質の外側部材（９ａ）は前記リップ（１１ｈ）上を動く、請求項１４に記載
の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　技術分野
　本開示は一般的に、医療装置に関する。特に、それは、薬剤送達装置のための薬剤容器
ホルダ、そのような薬剤容器ホルダを備える薬剤送達装置、および薬剤送達装置を組み立
てる方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　背景
　薬剤送達装置は、薬剤容器を受け入れるように構成されるハウジングを有し得る。この
目的のため、薬剤送達装置は、薬剤容器をハウジング内の所定の位置に保持する薬剤容器
ホルダを有し得る。
【０００３】
　国際公開第２０１３／１５６３４６Ａ２号は、移動可能なプランジャ、首部分および送
達部材ユニットを備える薬剤容器を含む、薬剤送達装置を開示する。薬剤送達装置はまた
、近位の開口端部および反対の遠位の開口端部を有するハウジングと、ハウジングの遠位
端部に配置され、移動可能なプランジャに力を適用するように構成される駆動ユニットと
、容器ユニットを形成する薬剤容器の首部分にＣ字形の管状本体が取り付けられることが
できるように、長手方向に延在するスリット／隙間を備えるＣ字形の管状本体とを有する
。Ｃ字形の管状本体は、薬剤容器がＣ字形の管状本体に取り付けられた後に、薬剤容器が
Ｃ字形の管状本体に対して移動されるのを防ぐように、薬剤容器の首部分および送達部材
ユニットと相互作用するように構成される内部支持手段と、容器ユニットがハウジング内
に遠位の開口端部を通して配置された後に、Ｃ字形の管状本体がハウジングに対して移動
されることを防がれるように、ハウジングの対応する支持手段と相互作用するように構成
される外部支持手段をさらに備える。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　概要
　国際公開第２０１３／１５６３４６Ａ２号に開示されたＣ字形の管状本体は、組立中に
近位方向に押されたときに薬剤容器の首部分上で展開でき、これによりそれは首部分から
薬剤容器の本体上に遠位に動く。これはハウジングの内部の薬剤容器ひいては送達部材の
位置を潜在的に変更し、薬剤が不正確な穿通深度で排出される結果となり得る。
【０００５】
　上記を考慮して、本開示の一般的な目的は、先行技術の問題を解決するか少なくとも緩
和する、薬剤送達装置のための薬剤容器ホルダを提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　このため本開示の第１の局面に従えば、Ｃ字形の管状本体の軸方向における延在部分の
全体に沿って延在する長手方向の隙間を有するＣ字形の管状本体を備える薬剤送達装置の
ための薬剤容器ホルダが提供され、Ｃ字形の管状本体は薬剤容器の周りに配置されるよう
に構成され、Ｃ字形の管状本体は径方向内向きに延在する端部フランジが設けられ且つ薬
剤容器の首部に当接するように構成される第１の軸方向端部を有し、第１の軸方向端部に
は端部フランジから近位に延在するリップが設けられる。
【０００７】
　リップは、その送達部材を保護するための薬剤容器に取り付けられるように構成される
、送達部材シールドの外側遠位端面の径方向に下側に移動するように構成される。このた
め、送達部材シールドと薬剤容器と薬剤容器ホルダとによって形成されるサブアセンブリ
がハウジング内部の完成アセンブリ位置に置かれ、薬剤容器ホルダが径方向のストップ、
ハウジングの薬剤容器支持部または内側ショルダに向かって前方に押される組立中に、リ
ップの径方向の変形が送達部材シールドによって規定されるために、送達部材シールドの
外側遠位端面下側に配置されたリップは、Ｃ字形の管状本体の径方向の展開を可能としな
いだろう。結果的に、Ｃ字形の管状本体はまた径方向の展開を防がれるだろう。薬剤容器
ホルダひいては薬剤容器は、組み立て後にこうして正しくハウジング内部に位置決められ
るだろう。
【０００８】
　１つの実施形態に従えば、第１の軸方向端部は第１の外径を有し、リップは、リップの
近位端部を規定する第２の外径を有する近位縁部を有し、第１の外径は、第２の外径より
も大きい。
【０００９】
　１つの実施形態に従えば、Ｃ字形の管状本体は内径を有し、リップは、リップの近位端
部を規定する第２の外径を有する近位縁部を有し、内径は第２の外径よりも大きい。
【００１０】
　さらに、送達部材シールドの遠位端部の２つの径方向の層間をリップが延在することを
可能とするために、リップは、その径方向の厚さ、その内径およびその外径が寸法決めさ
れるように設計される。
【００１１】
　１つの実施形態に従えば、リップは傾けられ且つ近位方向に径方向内向きに延在する。
Ｃ字形の本体はこのため近位方向にテーパーを付けられた形状を有する。
【００１２】
　１つの実施形態に従えば、Ｃ字形の管状本体は可撓性である。Ｃ字形の管状本体はこれ
により隙間またはスリットを通して薬剤容器を受け入れることができる。
【００１３】
　１つの実施形態に従えば、リップは、複数の周方向に延在する別個のリップ部分を備え
る。Ｃ字形の管状本体はこれにより薬剤容器を受け入れるための隙間を展開できる。
【００１４】
　本開示の第２の局面に従えば、薬剤容器を受け入れるように構成されるハウジングと、
薬剤容器支持部と、第１の局面に従う薬剤容器ホルダとを備える薬剤送達装置が提供され
、薬剤容器ホルダは薬剤容器支持部に当接するように構成される。
【００１５】
　薬剤容器支持部は、たとえばフランジまたはリブの形態でハウジングの内側表面上に一
体に提供され得る。代替的に、薬剤容器支持部は、ハウジング内部に配置されるように構
成され且つ薬剤容器を受け入れるように構成される、内側スリーブといった別個の部品に
よって形成され得る。
【００１６】
　１つの実施形態は薬剤容器を備え、薬剤容器がハウジング内で近位に変位することを阻
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止するために、薬剤容器ホルダは薬剤容器の周りに配置されるように構成される。
【００１７】
　１つの実施形態に従えば薬剤容器はシリンジである。
　１つの実施形態は、シリンジの針を受け入れるように構成される可撓性の内側部材と、
可撓性の内側部材を受け入れるように構成される硬質の外側部材を有する送達部材シール
ドとを備え、硬質の外側部材は可撓性の内側部材に対して直線状に変位可能であるように
構成され、薬剤容器ホルダのリップは硬質の外側部材と可撓性の内側部材との間で受け入
れられるように構成される。
【００１８】
　本開示の第３の局面に従えば、ａ）送達部材を有する薬剤容器と送達部材を覆う送達部
材シールドとを含む薬剤容器アセンブリを提供するステップと、ｂ）薬剤容器の長手軸に
垂直な側からＣ字形の管状本体を展開することによって、請求項１～６のいずれかに記載
される薬剤容器ホルダを薬剤容器の周りに提供し、これによって薬剤容器ホルダを薬剤容
器上にはめ込むステップと、ｃ）薬剤容器ホルダが送達部材シールドに到達するまで、薬
剤容器を薬剤容器ホルダに対して直線状に動かすステップとを備える、薬剤送達装置の組
み立て方法が提供される。
【００１９】
　１つの実施形態に従えば、ステップｃ）では、薬剤容器ホルダは第１のアセンブリツー
ルによって固定位置に維持され、薬剤容器は第２のアセンブリツールによって薬剤容器ホ
ルダに対して動かされる。
【００２０】
　１つの実施形態は、ステップｃ）の後に、ｄ）薬剤容器ホルダがその上に提供された薬
剤容器を薬剤送達装置のハウジング内にハウジングの遠位端部開口から挿入するステップ
を備える。
【００２１】
　１つの実施形態に従えば、薬剤送達装置はその近位端部に提供されるキャップと薬剤容
器支持部とを有し、方法は、ｅ）送達部材シールドがキャップと係合し且つ薬剤容器ホル
ダが薬剤容器支持部と当接するまで、薬剤容器を薬剤容器ホルダとともにハウジング内で
近位に動かすステップを備える。
【００２２】
　１つの実施形態に従えば、薬剤容器は針を備えるシリンジであり、送達部材シールドは
、針を覆う可撓性の内側部材と、可撓性の内側部材の周りに配置されそれに対して直線状
に変位可能である硬質の外側部材とを備え、ステップｅ）では硬質の外側部材はリップ上
を動く。
【００２３】
　一般に、特許請求の範囲で使用される全ての用語は、本明細書で明示的に定義されない
限り、技術分野における通常の意味に従って解釈されるべきである。「要素」、「装置」
、「構成要素」、「手段」等への全ての言及は、特に明記しない限り、要素、装置、構成
要素、手段等の少なくとも１つの例を非限定的に参照するものとして解釈されるべきであ
る。
【００２４】
　図面の簡単な説明
　ここで、本発明の概念の特定の実施形態を、添付の図面を参照して例として説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】薬剤送達装置の例の斜視図である。
【図２】図１に示された薬剤送達装置のある部品の分解図である。
【図３】薬剤送達装置のための薬剤容器ホルダの例の斜視図である。
【図４】薬剤送達装置のための薬剤容器ホルダの例の斜視図である。
【図５】図４に示されるＡ－Ａ線に沿う薬剤容器ホルダの断面である。
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【図６】送達部材シールドの例の斜視図である。
【図７】薬剤容器ホルダおよび送達部材シールドを含むサブアセンブリの側面図である。
【図８】図７に示されたサブアセンブリの長手方向の断面の部分を表している。
【図９】図１の薬剤送達装置の長手方向の断面を描いている。
【図１０】薬剤送達装置を組み立てる方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　詳細な説明
　本発明の概念は、例示的実施形態が示される添付図面を参照して、以下により十分に説
明されるだろう。しかし、本発明の概念は、多くの異なる形態で具体化されてもよく、本
明細書に記載された実施形態に限定されるものと解釈されるべきではない。むしろ、これ
らの実施形態は、本開示が完全かつ完全であり、本発明の概念の範囲を当業者に完全に伝
えるように、例として提供される。同様の符号は、明細書全体を通して同様の要素を指す
。
【００２７】
　ここで使用される「近位端部」という用語は、薬剤容器ホルダに関して使用される場合
、薬剤容器ホルダが正しく薬剤送達装置内に設置されたときに、薬剤投与中に注射部位に
向かうことが意図される、薬剤容器ホルダの端部を意味する。「遠位端部」は、近位端部
に対して反対の端部である。「近位方向」および、同等に「近位に」という用語は、安全
機構の中心軸に沿って、遠位端部から近位端部に向かう方向を意味する。「遠位方向」ま
たは「遠位に」という用語は、「近位方向」に対して反対の方向を意味する。
【００２８】
　本開示は、薬剤送達装置のための薬剤容器ホルダに関する。薬剤容器ホルダは、Ｃ字形
の管状本体の軸方向全長に沿って延在する長手方向の隙間が設けられたＣ字形の管状本体
を有する。隙間に起因して、Ｃ字形の管状本体はＣ字形の管状本体の長手方向延在に沿う
任意の断面に対してＣ字形の断面を得る。
【００２９】
　Ｃ字形の管状本体は可撓性である。隙間はこのため展開されることができ、これにより
Ｃ字形の本体は展開された隙間を通して薬剤容器を受け入れることができる。Ｃ字形の管
状本体は、たとえばプラスチック材料または鋼もしくはアルミニウムといった金属から作
られ得る。
【００３０】
　Ｃ字形の管状本体は近位端部および遠位端部を有する。近位端部または第１の軸方向端
部は、径方向のストッパ、すなわち径方向内向きに延在する端部フランジを有する。薬剤
容器ホルダに対する薬剤容器の近位方向の移動を防ぐために、端部フランジはＣ字形の本
体によって受け入れられている薬剤容器の首部に当接するように構成される。第１の軸方
向端部には、端部フランジから特に近位方向に突出するリップがさらに設けられる。リッ
プはＣ字形の管状本体の近位縁部を形成する近位縁部を有する。
【００３１】
　薬剤容器ホルダの例は、典型的な薬剤送達装置の文脈の中図１～図９を参照してここで
説明される。
【００３２】
　図１は、薬剤送達装置１の例の斜視図を示す。薬剤送達装置１は、ハウジング３と、ハ
ウジング３の近位端部に提供されるキャップ５とを有する。例示される薬剤送達装置１は
、ボタンで作動されるが、たとえば送達部材カバーで代替的に作動されることができる。
【００３３】
　図２の分解図は例示される薬剤送達装置１のいくつかの内部部品を示す。薬剤送達装置
は、薬剤の排出を作動するための作動アセンブリ７と、送達部材シールド９と、薬剤容器
ホルダ１１と、薬剤容器１３とをさらに備える。これらの部品は、ハウジング３内に受け
入れられるように構成される。
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【００３４】
　薬剤容器ホルダ１１は、薬剤容器１３を受け入れおよび保持するように構成され、薬剤
容器１３が薬剤容器支持部に対してハウジング３内部で近位に動くことを防ぐために、薬
剤送達装置１の薬剤容器支持部に当接するようにさらに構成される。
【００３５】
　例示される薬剤容器１３は、シリンジであり、この場合には針である送達部材を含む。
送達部材シールド９は送達部材を覆うように構成される。送達部材シールド９は典型的に
は硬質針シールド（ＲＮＳ）であり得るが、可撓性の針シールド（ＦＮＳ）であり得る。
【００３６】
　図３は、薬剤容器ホルダ１１の斜視図を示す。特にそれは、薬剤容器ホルダ１１をその
近位端部から示す。薬剤容器ホルダ１１はＣ字形の管状本体１１ａを有する。Ｃ字形の管
状本体１１ａは、第１の軸方向端部とも称される近位端部１１ｂと、遠位端部１１ｃとを
有する。Ｃ字形の管状本体１１ａは、周方向の第１の端面部１１ｄおよび第２の端面部１
１ｅをさらに有する。第１の端面部１１ｄおよび第２の端面部１１ｅはこのため周方向に
離間され、その間に隙間またはスリット１１ｆを形成する。隙間１１ｆは、Ｃ字形の管状
本体１１ａの長手方向または軸方向における延在の全体に沿って延在する。
【００３７】
　第１の軸方向端部１１ｂは、径方向内向きに延在する端部フランジ１１ｇと、端部フラ
ンジ１１ｇから近位に延在するリップ１１ｈとを有する。端部フランジ１１ｇは薬剤容器
１３の首部に当接するように構成される。リップ１１ｈの近位端面部は、Ｃ字形の管状本
体１１ａの近位端面部を形成する。
【００３８】
　図３に示される例に従えば、リップ１１ｈは、第１の端面部１１ｄから第２の端面部１
１ｅまで周方向に延在する。特に、リップ１１ｈは第１の端面部１１ｄと第２の端面部１
１ｅとの間で周方向に長さの大部分を覆う。
【００３９】
　図３の例に従えば、リップ１１ｈは複数の別個のリップ部分１１ｉを有する。リップ部
分１１ｉは軸スリット１１ｊによって分離される。薬剤容器ホルダ１１が隙間１１ｆを通
して薬剤容器１３の周りに配置されているときに、複数の軸スリット１１ｊは隙間１１ｆ
の展開を容易にする。
【００４０】
　図４は、薬剤容器ホルダ１１の、特にＣ字形の管状本体１１ａの別の図を示し、図５は
、Ａ－Ａ線に沿うＣ字形の管状本体１１ａの断面を示す。Ｃ字形の管状本体１１ａは第１
の外径Ｄおよび内径ｄ１を有する。リップ１１ｈは、Ｃ字形の管状本体１１ａの残りの部
分よりもより小さい内径ｄ２、すなわち内径ｄ１よりも小さい内径ｄ２を有する。特に、
端部フランジ１１ｇから近位に延在するリップ１１ｈは、傾けられ近位方向に径方向内向
きに延在する。Ｃ字形の管状本体１１ａはこのため、リップ１１ｈの構成に起因して近位
方向にテーパーを付けられる。ここで、Ｃ字形の管状本体１１ａの内径ｄ２はリップ１１
ｈの近位縁部において、端部フランジ１１ｇから遠位にある内径ｄ１よりも小さい。
【００４１】
　薬剤容器ホルダ１１の径方向の表面は、リップ１１ｈと外側表面との間を延在し、第１
の外径Ｄを規定し、支持表面として機能し、そして、薬剤容器ホルダ１１がハウジング３
内部に配置されたときに薬剤容器ホルダ１１の近位移動を防ぐために薬剤送達装置１の薬
剤容器支持部に当接するように構成されている。
【００４２】
　図６をここで参照して、送達部材シールド９の斜視図が示される。提示される例に従え
ば送達部材シールド９は硬質の針シールドである。送達部材シールド９は、硬質の外側部
材９ａおよび可撓性の内側部材９ｂを有する。硬質の外側部材９ａは、管状であり中空の
内部を有する。可撓性の内側部材９ｂはまた管状である。硬質の外側部材９ａは可撓性の
内側部材９ｂを受け入れるように構成される。ここで、可撓性の内側部材９ｂの外径ｄ３
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は硬質の外側部材９ａの内径ｄ４よりも小さい。
【００４３】
　硬質の外側部材９ａは第１の位置と第２の位置との間で可撓性の内側部材９ｂに対して
直線状に変位可能である。硬質の外側部材９ａはこのため可撓性の内側部材９ｂに対して
軸方向にわずかに移動可能である。
【００４４】
　送達部材シールド９は遠位端部９ｃおよび近位端部９ｄをさらに有する。可撓性の内側
部材９ｂは、薬剤容器１３の送達部材、この例では針およびシリンジそれぞれを遠位端部
９ｃから受け入れように構成される。
【００４５】
　図７を参照して、薬剤容器１３と薬剤容器ホルダ１１と送達部材シールド９とを含むサ
ブアセンブリが示される。薬剤容器ホルダ１１は薬剤容器１３の周りに配置される。送達
部材シールド９はそれが送達部材を覆うようにさらに薬剤容器１３と組み立てられる。
【００４６】
　図８は、図７に示されるサブアセンブリの部分の断面を示す。端部フランジ１１ｇは、
傾けられた、Ｃ字形の管状本体１１ａの内径を近位方向に連続的に減少させる遠位壁を有
する。端部フランジ１１ｇは薬剤容器１３の首部１３ａに当接するように構成される。リ
ップ１１ｈの内径ｄ２は好ましくは可撓性の内側部材９ｂの外径ｄ３よりも大きい。さら
に、リップ１１ｈの外径、すなわち第２の外径ｄ５は硬質の外側部材９ａの内径ｄ４より
も小さい。硬質の外側部材９ａおよび可撓性の内側部材９ｂはさらに、硬質の外側部材９
ａの内側表面と可撓性の内側部材９ｂの外側表面との間に距離ｄ６が存在するように配置
される。リップ１１ｈの径方向の厚さは好ましくは距離ｄ６よりも小さい。さらに、リッ
プ１１ｈの軸長さ、すなわちそれがＣ字形の管状本体の残りの部分から近位に延在する距
離はリップ１１ｈが硬質の外側部材９ａと可撓性の内側部材９ｂとの間で遠位端部から延
在可能であるように寸法決めされる。
【００４７】
　送達部材シールド９が送達部材上に置かれ且つ薬剤容器ホルダ１１が薬剤容器１３の周
りに配置され、サブアセンブリがハウジング３内部に運ばれ且つ近位方向に前方に移動さ
れたときに、送達部材シールド９は最終的にキャップ５の内側表面に到達する。送達部材
シールド９、特に可撓性の内側部材９ｂに対して直線状に変位可能である硬質の外側部材
９ａは、次いで首部１３ａに向かって押され、リップ１１ｈを硬質の外側部材９ａと可撓
性の内側部材９ｂとの間において移動させる。リップ１１ｈが硬質の外側部材９ａと可撓
性の内側部材９ｂとの間に配置され且つリップ１１ｈのひいてはＣ字形の管状本体１１ａ
全体の径方向の展開を防ぐため、結果としてこの遠位に向けられた力はＣ字形の管状本体
１１ａを径方向に展開させない。
【００４８】
　図９は、薬剤送達装置１の内側に取り付けられるサブアセンブリを示す。図９に示され
る例に従えば、薬剤送達装置１はハウジング３内部に配置された内側スリーブ１５を有す
る。内側スリーブ１５は、近位方向にフランジまたはショルダの形態を有する薬剤容器支
持部１５ａを含む。内側スリーブ１５の内径はしたがって薬剤容器支持部１５ａに起因し
て近位方向に減少する。薬剤容器ホルダ１１は薬剤容器支持部１５ａに当接するように構
成される。薬剤容器支持部１５ａは、薬剤容器ホルダ１１ひいては薬剤容器１３の薬剤容
器支持部１５ａに対する近位方向の軸変位を防ぐ。
【００４９】
　代替的に、薬剤容器支持部がハウジングの内側表面上に直接提供され得ることが留意さ
れ得る。
【００５０】
　図１０を参照して、薬剤容器ホルダ１１を含む薬剤送達装置１といった薬剤送達装置を
組み立てる方法がここで説明される。
【００５１】
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　ステップａ）では、送達部材を有する薬剤容器１３と、送達部材に取り付けられる送達
部材シールド９とが提供される。薬剤容器および送達部材シールドは薬剤容器アセンブリ
を形成する。
【００５２】
　ステップｂ）では、薬剤容器ホルダ１１は薬剤容器１３上に提供される。薬剤容器ホル
ダ１１は特に、薬剤容器１３の長手軸に垂直な側から隙間１１ｆを通して薬剤容器１３上
に提供される。隙間１１ｆはここで展開され、これにより薬剤容器ホルダ１１は上記の側
から薬剤容器１３上に取り付けられ得る。薬剤容器ホルダ１１はこうして薬剤容器１３上
にはめ込まれる。
【００５３】
　ステップｃ）では、薬剤容器ホルダ１１が送達部材シールド９に到達するまで、薬剤容
器１３は薬剤容器ホルダ１１に対して直線状に動かされる。薬剤容器ホルダ１１は、した
がって、薬剤容器１３の近位端部に向かって移動される。
【００５４】
　ステップｃ）では、薬剤容器ホルダ１１が送達部材シールド９に到達するまで、薬剤容
器１３が第２のアセンブリツールによって薬剤容器ホルダ１１に対して動かされている間
、薬剤容器ホルダ１１は第１のアセンブリツールによって固定された位置に維持されても
よく、薬剤容器ホルダ１１の近位部分は薬剤容器１３の首部１３ａ上を動かされる。薬剤
容器ホルダ１１のリップ１１ｈは、送達部材シールド９の硬質の外側部材９ａおよび可撓
性の内側部材９ｂの間で押されてもよいが、組み立てのこの段階において必須ではない。
【００５５】
　ステップｄ）では、薬剤容器１３と薬剤容器ホルダ１１と送達部材シールド９とを備え
るサブアセンブリは、薬剤送達装置１のハウジング３内にハウジング３の遠位端部開口か
ら挿入される。
【００５６】
　ステップｅ）では、ハウジング３の近位端部に取り付けられるキャップ５と送達部材シ
ールド９が係合するまで、サブアセンブリはハウジング３内部で近位に動かされ、薬剤容
器ホルダは薬剤容器支持部１５ａに接触する。この段階中に、送達部材シールド９がキャ
ップ５の内側近位端面に到達することに起因して、および／またはそのキャップ５との係
合が硬質の外側部材９ａをリップ１１ｈ上で移動させることに起因して、硬質の外側部材
９ａは可撓性の内側部材９ｂに対して遠位に変位され得、リップ１１ｈから遠位に配置さ
れたＣ字形の管状本体１１ａの径方向の表面に向かって硬質の外側部材９ａが遠位にたと
え押されても、上記によりＣ字形の管状本体１１ａの径方向の展開は阻止される。
【００５７】
　本発明の概念は主としていくつかの例を参照して上述された。しかし当業者には容易に
理解されるように、上述した以外の他の実施形態も添付の特許請求の範囲によって規定さ
れるような本発明の概念の範囲内で同等に可能である。
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